
市道幕張２１５号線（花立踏切）踏切除却事業について 

（１）当該事業については、引き続き事業を休止することとし、事業休止に伴

い安全確保のため、ＪＲ留置線基礎杭等の仮設復旧を実施する。 

（２）事業休止について第３者機関である公共事業再評価部会に諮問する。 

５ 決定事項 

（１） 公共事業再評価の結果、国庫補助事業等を中断する場合、補助金等の

返還を求められることはないとされているが、中断と中止を同意と判断が

つかないことから、国費返還を回避するため、事業を中止せず、引き続き

休止とする。  

 

（２） 幕張地区の課題を解決するために、街路事業にて幕張本郷松波線の整

備を先行し、事業完了後に幕張２１５号線の整備を行う。なお、事業再開

については、社会・経済情勢や交通量、安全性等の状況を見極めると共

に、技術革新を踏まえた判断が必要である。 

 

（３） 幕張２１５号線の事業休止に伴い、安全確保のため、JR留置線等の仮設

復旧を実施する。なお、復旧費用約42億円の削減に向け、引続きJRと協

議を行う。 

 

（４） 安全確保のため、踏切を除却するべきであるが、国費返還のリスクを考

慮し、既設跨線橋へのエレベーター設置による踏切除却について更なる

検討を進める。 

１ 決定事項 

（１）昭和５５年度から県道千葉鎌ケ谷松戸線（昆陽地下道）は千葉県が、昭和

５６年度から市道幕張２１５号線は本市が、それぞれ別々の立体交差事業

として進めていた。 

（２）平成４年度に千葉市が政令市となったことから、千葉鎌ケ谷松戸線の県事

業は市に引き継がれ、千葉市が２つの立体交差事業を行うことになったた

め、主要地方道であり、渋滞ボトルネック箇所である千葉鎌ケ谷松戸線の

整備を優先することとした。 

（３）このような状況の中、千葉鎌ケ谷松戸線の整備が平成１６年度に完了し、

本格的に幕張２１５号線の整備をし始めた頃の平成１８年度に同種工事に

おける鉄道事故が発生し、安全基準が見直され、工事費が大幅に増額と

なった。 

（４）また、平成１８年度に開発行為の許可基準が改訂され、駅から半径１ｋｍ圏

内の市街化調整区域の開発が可能となったため、地域的に分断された当

該地区において、開発行為が急増し、人口の増加により、幹線道路への

接続が狭隘道路しかないことが、問題として顕在化してきた。 

（５）幕張２１５号線の工事費増額に対して計画の見直しを進め、平成２３年度

に費用削減のための構造変更及び事業休止（平成２７年度末まで）につ

いて、地元から了承を得た。  

（６）平成２７年度に行った、事業再開のための詳細設計において、施工条件

の変更や人件費・資材の高騰等により、大幅な工事費の増額及び工期の

長期間化が判明した。 

（７）ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽから横断歩道橋への構造変更による踏切除却を検討していた

が、構造変更では加算金を含めて、概算で約７３～１１６億円の国費返還

が生じることが判明し、ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽによる事業再開と事業費の差がなくなっ

た。  

 

２ 
背
景 

（１） 平成１６年度に開通した県道千葉鎌ケ谷松戸線（昆陽地下道）により、幕

張215号線の事業の緊急性が低下している。 

（２） 事業を中止する場合は国費の返還が生じる可能性があるが、休止とした

場合国費の返還が生じないとの国土交通省の見解である。また、事業を

休止としている事例は全国に多くの事例があるとのこと。 

 なお、国費返還が生じる場合は、年利約１０％の加算金が生じる。（加算

金を含めて最大で約116億円と想定） 

（３） 踏切事故を無くすためには一刻も早く踏切を除却すべきであるが、踏切

除却は国費返還の可能性があるため、踏切除却について更なる検討が

必要である。 

（４） ＪＲの車両運行へ大きな支障を与えないよう、早期に仮設物の復旧を行う

必要があるが、復旧費用として概算で約42億円が必要となることから、費

用の削減についてＪＲと協議を進めていく。 

（５） ①幕張本郷松波線の整備により、狭隘で擦れ違いが困難な幕張１８９号

線の代替えとして美浜長作町線までの緊急車両の通行経路が確保で

き、また幕張本郷への動線が作られる。このことによって、鉄道・地形よ

る地区の分断を解消だけでなく、更に、幕張本郷から新検見川への新

たなネットワークが構築され、地区のみならず区としても整備効果が発

揮されることから、当該路線の新規事業化を進める。 

②幕張２１５号線の事業再開については、今後の社会・経済情勢や交通

量、安全性等の状況を見極め、また技術革新等を踏まえながら判断す

る。 

５ 事業方針検討 
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・幕張２１５号線は、引き続き事業を休止とする。事業再開については、今

後の社会・経済情勢や交通量、安全性等の状況を見極めるとともに技術

革新等を踏まえ判断する。 

・踏切除却については、国費返還のリスクを考慮し、更なる検討を進める。 

・幕張本郷松波線の早期整備を目指し、土地区画整理事業とは別の整備

手法として、街路事業での整備を進める。 

★検討すべき事項 
（１）幕張２１５号線整備事業は、国費返還のリスクを考慮し休止とすべきで

あるが、 

【※位置図は別紙
２】 

【※構造変更は別紙
４】 

【※断面構造の見直しは別紙３】 

【※仮設状況は別紙
５】 

① 費用対効果は低いものの、花立踏切は、「開かずの踏切」であり、踏切を除却するために立体交差化すべき
踏切道として、踏切道改良促進法による指定を受けている。 

② 幕張215号線は、住宅が密集し道路が狭隘である当該地区において、地区の南北間の防災活動の軸として
緊急時・災害時における緊急車両の通行ルートとして活用され、また緊急輸送道路である（都）美浜長作町線
の平行路線としてリダンダンシーの機能を有する道路である。 

③ 施工時間及び施工方法の制限により幕張215号線の事業費が増大し、現時点では工事再開が困難であるた
め、将来の技術革新による大幅なコスト縮減を期待すると共に、海側への延伸等により効果を上げる手法を併
せて検討する必要がある。 

④ 幕張本郷松波線が整備され、美浜長作町線へ接続することにより、当該地区において南北分断が一定の改
善がなされ、更に地区の問題である幕張189号線等の生活道路への交通集中は改善される。

  
    

２ 方針決定理由 

 
（１）市道幕張215号線の立体交差事業を中断とする。 
（２）幕張215号線の立体交差事業の再開目途は、幕張本郷松波線の整備完了後とする。 

１ 対応方針 

・平成15年4月25日付、国土交

通省都市・地域整備局長の通知
で、公共事業再評価の結果、事
業等を中断した場合には、補助
金等の返還を求められることは
ないと定められている。 
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３ 周辺環境の変化 

① 平成6年度に踏切を除却するために立体交差化すべき踏切道として、踏切道改良促進法による指定を受け
ている。 

② 事業着手当時は幕張223号線沿いに商店が並び、南北の地区交流を支える踏切道として花立踏切が使わ
れていたが、時代の経過とともに商店等は幕張駅周辺や臨海部へ移動し、現在では通勤時に幕張駅へ向か
う際の鉄道横断箇所として使用されている。 

③ 平成14年度に鉄道交差部工事のため、既設踏切を通行止めとし、近接箇所に設置する仮設踏切を歩行
者・自転車用としたため、自動車が通行できなくなった。 
この仮設踏切設置後においては、死亡事故が４件、鉄道の運行支障となる事故が5件／年程度発生している。 

④平成16年度に本路線と並行する幹線道路「（都）美浜長作町線」の整備により、花立踏切から幕張駅側に約
500m離れた位置に幕張昆陽地下道が供用された。 

⑤ 平成18年度に開発行為等の許可の基準に関する条例が施行され、幕張駅から半径1km内の市街化調整
区域における開発が可能となったことにより、花見川区全体が人口減少傾向にあるにも関わらず、本地区に
おいては、住宅等の開発により人口が急増し、幕張189号線等の生活道路への交通集中が問題となっている。 

⑥ 当該地区の生活道路への交通集中の問題を解決するために、本路線を含めた事業エリアを持つ東幕張土
地区画整理事業（未施工）内に計画されている都市計画道路幕張本郷松波線の整備を地元から強く求めら
れているが、土地区画整理事業の事業着手の見通しは立っていない。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 事業費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料２－１ 


